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消毒副生成物の検査の期間です！ 
特定建築物に該当する建物は、定期で水質検査が義務付けられています。 

中でも消毒副生成物の１２項目は、水質検査の実施時期が決められており、 

６月～９月の間に実施する必要があります。詳しくは下記ＵＲＬからもご覧いただけます。 

特定建築物における水質検査：http://www.knights.jp/knightsreport/reports/KR08005.pdf 

  

〒336 -0015  さいたま市南区大字太田窪 2051-2 

TEL.0120-01-2590   FAX.048-886-2817 
ＵＲＬ：www.knights.co.jp 

お問い合わせはこちら 

   
化審法における PFOS 又はその塩の 
項に規定する泡消火薬剤等に関する
技術上の基準の一部を改正 

下記の内容に対して、環境省等によるパブリック

コメントが行われました。 

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

（化審法）施行令の一部を改正する政令（令和 3 年

政令第 144 号。）により、ペルフルオロオクタン酸 

（以下「PFOA」という。）又はその塩が、第一種特定

化学物質に新たに指定されます。そのため、  

PFOA 又はその塩が使用されている消火器、消火器

用消火薬剤及び泡消火薬剤が、化審法第 28 条  

第 2 項に規定する技術上の基準適合義務に従って   

取り扱うこととされている製品（化審法政令原始 

附則第 3 項）に新たに追加されることに伴い、   

省令改正が行われます。 

なお、PFOA 又はその塩が使用されている消火器、

消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤にかかる適合 

義務の内容は、PFOS 又はその塩が使用されている

ものと同じ内容になります。そのため、今回の改正

の内容は、本省令の名称及び定義規定の改正を 

行うのみとなります。 

本改正の今後の予定は、公布が2021 年 9月下旬、

施行が 2021 年 10 月 22 日となっています。 

当社では、PFOS 等の分析に対応しております。 

お気軽にお問合せ下さい。 

資料 2021 年 7 月 7日付 電子政府の総合窓口 

（https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLAS

SNAME=PCMMSTDETAIL&id=195210016&Mode=0) 」 

を引用して作成 

分析技術箇所 長谷川知草 

臨時休業について(お知らせ) 

  誠に勝手ながら、当社では下記の通り社内行事の為休業

させていただきます。何かとご迷惑をお掛けするとは存知

ますが、悪しからずご了承いただきたくお願い申し上げます。 

臨時休業 9 月 2 日（木） 
 

下記の記事をご希望の方は編集室佐藤までご連絡下さい。 

1. 「鉛」に係る食品健康影響評価について 

2. 全国一級河川の水質調査結果について 

 

 

 

化審法の表示すべき事項を定めた 
製品に PFOA 又はその塩が使用されて
いる泡消火薬剤等を追加する改正 
について 
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

（昭和 48 年法律第 117 号。「化審法」という。）  

第29条第1項においては、厚生労働大臣、経済産業

大臣及び環境大臣は、第一種特定化学物質ごとに、

第一種特定化学物質等の容器、包装又は送り状に

当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止

するための措置等に関し表示すべき事項を定めて

います。 

下記の内容に対して、環境省等によるパブリック

コメントが行われました。 

化審法施行令の一部を改正する政令（令和 3 年

政令第 144 号）により、ペルフルオロオクタン酸 

（以下「PFOA」という。）又はその塩が、第一種特定

化学物質に新たに指定されます。それに伴い、 

PFOA 又はその塩が使用されている消火器、消火器

用消火薬剤及び泡消火薬剤が、化審法第 28 条  

第 2 項に規定する技術上の基準適合義務に従って

取り扱うこととされている製品（化審法施行令 

（昭和 49 年政令第 202 号）原始附則第 3 項）に  

新たに追加されるため、追加する製品の容器、  

包装又は送り状に表示すべき事項を定めるため、

告示改正が行われます。 

なお、PFOA 又はその塩が使用されている消火器、

消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤にかかる表示 

すべき事項は、PFOS 又はその塩が使用されている

ものと同じ内容になります。そのため、内容は  

本告示の名称及び表示すべき事項の改正を   

行うもののみとなります。 

本改正の今後の予定は、告示が2021 年 9月下旬、

適用が 2021 年 10 月 22 日となっています。 

当社では、PFOS 等の分析に対応しております。  

お気軽にお問合せ下さい。  

資料 2021 年 7 月 7日付 電子政府の総合窓口 

（https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLAS

SNAME=PCMMSTDETAIL&id=195210017&Mode=0) 」 

を引用して作成 

分析技術箇所 長谷川知草 
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